
明

治

漁

業

の

変

貌

過

程
l

響

灘

海

岸

漁

村

新

宅

勇

一
、
は
し
が
き

①
近
世
封
建
社
会
は
、
本
百
姓
を
公
的
構
成
者
と
す
る
農
村
を
郷
村
制
(
藩
政
村
)
と
し
て
把
握
し
、
封
建
的
支
配
、
統
制
お
よ
び
貢
租

明治漁業の変貌過程一響灘海岸漁村

納
入
の
単
位
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
体
制
は
確
立
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
封
建
体
制
は
解
体
さ

れ
、
資
本
主
義
の
拡
大
発
展
過
程
の
進
行
に
つ
れ
明
治
時
代
の
漁
業
は
、
漁
船
の
規
模
、
動
力
化
に
つ
れ
漁
場
も
沿
岸
か
ら
沖
合
へ
、
遠

洋
漁
業
へ
と
発
展
す
る
に
い
た
っ
た
。

漁
務
形
態
も
、

②
漁
船
の
大
型
化
、
雇
用
労
働
の
増
大
、
漁
場
の
発
展
等
は
各
地
に
労
働
市
場
を
発
達
さ
せ
、
漁
業
の
資
本
主
義
化
の

基
礎
を
形
成
し
て
行
っ
た
。
漁
網
は
明
治
前
期
の
藁
網
(
近
世
の
延
長
)
、
中
期
の
麻
網
と
発
展
し
、
こ
の
期
に
は
日
本
の
工
業
は
マ
ニ
ユ

フ
ア
ク
チ
ブ
工
業
か
ら
機
械
化
工
業
へ
と
進
展
す
る
に
つ
れ
漁
網
は
新
た
に
綿
網
が
登
場
し
て
行
き
、
こ
の
た
め
に
漁
獲
量
は
増
大
し

た。
消
費
形
態
は
か
つ
て
は
農
村
向
け
の
魚
肥
中
心
か
ら
、
産
業
機
構
の
改
革
発
展
に
つ
れ
て
都
市
に
人
口
が
集
中
し
、
交
通
形
態
も
発
達

し
て
漁
獲
物
の
流
通
範
囲
が
拡
大
し
、
水
産
物
の
加
工
量
も
増
大
し
て
行
っ
た
。
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以
上
、
明
治
漁
業
の
発
展
的
変
貌
過
程
の
中
に
あ
っ
て
、
響
灘
海
岸
(
特
に
地
域
と
し
て
赤
間
関
豊
浦
郡
粟
野
村
ま
で
)
の
漁
村
が

ど
ん
な
変
貌
過
程
を
た
ど
っ
た
か
。
明
治
時
代
を
前
期
、
中
・
後
期
に
分
け
、
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
主
要
漁
業
で
あ
っ
た
大
敷
網
、

イ
ワ
シ
網
、
手
繰
網
、
タ
イ
網
漁
業
等
を
と
り
あ
げ
漁
村
構
造
を
追
求
し
て
行
き
た
い
。

二
、
明
治
維
新
後
の
漁
業
制
度
の
改
革
と
発
展

藩
政
時
代
の
漁
場
に
対
す
る
考
え
方
は
、
磯
猟
と
沖
猟
に
分
け
ら
れ
て
い
た
o

磯
猟
は
小
規
模
漁
業
に
分
か
れ
た
根
付
き
漁
業
で
あ
っ

て
、
地
元
部
落
民
の
平
等
入
会
漁
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
沖
猟
は
原
則
的
に
平
等
使
用
の
原
則
に
支
配
さ
れ
た
入
会
漁
場
で
あ
っ

た。

③
形
態
は
、
部
落
専
有
の
入
会
制
か
ら
個
人
主
義
的
私
有
財
産
的
独
占
形
態
の
過
渡
的
形
態
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

明
治
維
新
期
に
お
け
る
漁
場
制
度
の
再
編
成
過
程
は
、
旧
慣
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
政
府
は
従
来
の
租
税
体
系
を
廃
止

し
、
明
治
八
年
に
は
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
海
区
官
有
宣
言
(
海
区
借
区
制
)
を
採
用
し
た
。
漁
場
制
度
は
複
雑
で
、

@
新
政
府
官
僚
の

理
解
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
漁
場
制
度
は
放
置
さ
れ
て
結
局
は
旧
慣
を
基
調
と
す
る
も
の
に
落
着
い
た
。

漁
業
取
締
り
も
「
@
可
成
従
来
ノ
慣
習
ニ
従
」
う
こ
と
と
し
た
が
、
海
面
官
有
宣
言
は
く
ず
さ
ず
、
漁
場
占
有
利
用
権
は
旧
慣
に
よ

り
、
そ
こ
か
ら
府
県
税
と
し
て
借
区
料
を
と
る
形
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
が
漁
場
に
対
す
る
占
有
利
用
関
係
の
統
制
は
、
漁
業

税
の
確
保
と
増
額
の
た
め
の
財
政
的
基
礎
を
う
ち
た
て
る
必
要
な
措
置
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

要
す
る
に
明
治
初
期
の
漁
業
が
停
滞
し
発
展
が
お
く
れ
た
の
は
、
漁
場
制
度
の
改
革
が
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
海
面
官
有

宣
言
を
し
な
が
ら
、

一
方
に
お
い
て
は
旧
慣
を
認
め
た
た
め
、
沿
岸
漁
業
は
低
位
停
滞
を
続
け
、
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
漁
船
の
大

型
化
、
漁
場
の
占
有
利
用
権
の
民
主
化
が
、
特
定
個
人
持
か
ら
漁
業
組
合
へ
と
い
う
形
で
広
く
実
現
さ
れ
て
い
く
の
は
明
治
中
期
か
ら
後



期
に
か
け
て
で
あ
る
。

⑥
明
治
漁
業
法
に
よ
る
漁
場
秩
序
の
全
面
的
否
定
に
始
ま
り
、
新
設
定
の
漁
業
権
を
調
整
機
関
を
経
て
免
許
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。

、
明
治
前
期
の
漁
業
と
問
題
点
(
明
治
一

O
年
ま
で
)

主
要
漁
業
は
藩
政
時
代
の
延
長

江
戸
時
代
か
ら
明
治
の
前
期
に
か
け
て
隆
盛
を
極
め
た
代
表
的
な
沿
岸
漁
業
は
イ
ワ
シ
、

マ
グ
ロ
、

L
F

守、、

i
司

{

，

J

タ
イ
等
の
南
方
性
澗
遊
魚

を
対
象
と
す
る
諸
漁
業
で
あ
っ
た
。
漁
法
で
は
、

イ
ワ
シ
、

サ
パ
、

ア
ジ
等
の
地
曳
網
、
船
唱
網
、

ボ
ラ
、

マ
グ
ロ
の
建
切
網
、
地
曳
網

大
敷
網
、
タ
イ
漕
網
な
ど
で
あ
っ
た
。

明治漁業の変貌過程響灘海岸漁村

⑦
長
門
響
灘
海
岸
で
は
豊
浦
郡
湯
玉
浦
に
発
生
し
た
西
南
系
大
敷
網
漁
業
は
、
旧
藩
時
代
よ
り
中
心
的
業
種
で
あ
り
、
明
治
に
入
っ
て
も

依
然
と
し
て
主
要
漁
業
で
あ
っ
た
。

大
敷
網
は
当
時
は
縄
網
を
前
網
と
し
、
袋
網
は
モ
ジ
網
を
つ
け
昼
夜
敷
置
き
一
日
に
一

0
1
一
四
回
も
引
揚
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
漁
船

四
般
で
操
業
さ
れ
、
漁
場
は
多
く
は
一
五

l
二
O
町
沖
合
か
ら
遠
い
も
の
で
は
陸
地
か
ら
一
里
二
合
沖
合
(
小
串
村
、
川
棚
村
)
に
及
ん

で
い
た
。

イ
ワ
シ
網
漁
業
も
旧
藩
時
代
と
同
様
に
中
心
的
業
種
で
あ
り
、
こ
の
時
代
も
鰯
捕
獲
の
目
的
は
「
肥
し
」
の
た
め
刊
鰍
製
造
に
従
事
し

た
o
@
イ
ワ
シ
網
漁
業
の
経
営
状
態
が
大
網
か
、
中
網
か
、
小
網
か
に
よ
り
、
経
営
規
模
も
具
り
、
従
っ
て
純
漁
村
か
、
半
農
半
漁
村
に

類
別
さ
れ
る
。
長
門
豊
浦
郡
の
漁
村
で
は
、

@
地
曳
網
漁
で
川
棚
村
、
字
賀
村
、
神
田
下
村
で
は
漁
船
数
二

O
般
、
特
に
神
田
下
村
で
は

149 

漁
勝
者
も
一

O
O人
に
及
ぶ
大
網
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
小
串
村
、
角
島
な
ど
は
漁
船
五

t
八
般
の
中
網
の
形
態
を
と
り
、
室
津
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下
村
、
神
田
上
村
、
阿
川
村
な
ど
は
小
網
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
地
曳
網
は
砂
浜
海
岸
で
行
わ
れ
、
漁
場
は
二

O
町
l
一
里
五
合
位
の

沖
合
か
ら
陸
地
に
向
け
て
網
を
お
き
廻
し
、
船
曳
網
は
磯
浜
海
岸
で
操
業
さ
れ
た
。

2 

漁
網
は
藁
、
苧
(
麻
)
が
用
い
ら
れ
た
時
期

こ
の
時
代
は
、
大
敷
網
の
垣
網
は
藁
(
縄
)
網
で
作
製
さ
れ
、
本
網
(
袋
網
)
は
苧
糸
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
大
敷
網
で

は
入
っ
て
き
た
ブ
リ
が
縄
網
の
た
め
に
、
網
を
破
っ
て
逃
げ
る
も
の
が
多
く
み
す
み
す
漁
獲
を
失
っ
た
。
こ
の
た
め
中
期
(
明
治
二
五
年

頃
)
に
進
む
に
つ
れ
苧
糸
で
製
造
さ
れ
た
網
が
中
心
と
な
っ
た
。

⑬
日
高
父
子
が
苧
糸
を
使
っ
て
日
高
式
大
敷
網
を
創
成
し
、
こ
れ
か
ら

大
型
定
置
網
は
麻
糸
で
作
製
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
様
式
が
以
後
全
国
的
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
。

明
治
後
期
に
至
っ
て
、

日
本
の
資
本
主
義
的
工
業
化
が
発
展
す
る
に
つ
れ
、
綿
糸
に
よ
っ
て
漁
網
が
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
漁
業
種
に
応
用
さ
れ
て
漁
獲
高
も
増
大
し
た
。

⑪
麻
糸
と
綿
糸
に
よ
る
漁
網
製
造
の
地
位
が
転
倒
し
た
の
は
日
露
戦
争
以
後
の
こ

と
と
し
て
い
る
。

以
上
要
す
る
に
⑫
明
治
初
期
は
、
近
世
漁
村
の
中
心
的
業
種
で
あ
っ
た
特
別
漁
業
の
地
曳
網
漁
業
、
定
置
網
漁
業
の
大
敷
網
漁
業
は
藩

政
時
代
の
延
長
で
あ
り
、
こ
れ
ら
代
表
的
沿
岸
漁
業
は
イ
ワ
シ
、

サ
パ
等
の
回
遊
魚
族
を
対
象
と
す
る
も
の
は
相
次
い
で
衰
退

の
傾
向
を
た
ど
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
後
期
を
迎
え
る
に
及
ん
で
⑬
川
漁
網
の
藁
縄
か
ら
麻
糸
、
綿
糸
化
へ
と
進
み
、
間
集
魚
灯
使
用

マ
グ
ロ
、

の
改
革
、
同
漁
船
の
大
型
化
、
機
械
化
、
凶
外
地
出
漁
の
伸
長
な
ど
に
よ
っ
て
、
打
瀬
、
旋
網
、
流
網
と
い
っ
た
行
動
性
の
あ
る
沖
合
漁

業
が
漸
次
発
展
し
、
巾
着
網
、
改
良
揚
繰
網
、
角
網
な
ど
新
漁
法
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
時
代
に
衰
微
し
た
経
営
体
数
の
減
少
過
程
と
し
て
の
一
例
と
し
て
大
敷
網
を
あ
げ
れ
ば
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。
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長
門
豊
浦
郡
響
灘
海
岸
の
漁
村
は
は
る
か
朝
鮮
海
峡
に
臨
み
、
陸
棚
が
遠
く
対
馬
・
朝
鮮
に
続
き
、
対
馬
海
流
が
近
く
を
流
れ
、
古
く

明
治
維
新
後
、
過
去
に
お
い
て
漁
業
上
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
漁
民
は
せ
き
を
き
っ
た
流
水
の
如
く
沖
合
か
ら
遠
洋
(
当
時
と
し
て
)

へ
と
出
漁
の
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
漁
場
の
外
延
的
拡
大
は
漁
業
上
の
解
放
の
み
な
ら
ず
、
伝
統
的
に
沿
岸
で
漁
業
を
続

け
て
い
た
特
別
拘
業
の
地
曳
網
、
大
敷
網
漁
業
等
が
衰
微
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
回
遊
性
魚
族
の
イ
ワ
シ
、

遊
状
態
が
悪
く
な
り
漁
獲
量
が
年
次
的
に
減
少
し
た
。
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マ
グ
ロ
、

サ
パ
等
の
回

響
灘
海
岸
の
漁
村
、
特
に
@
士
口
母
浦
の
漁
業
者
新
田
助
九
郎
、
安
本
道
助
、
小
西
権
蔵
等
の
三
名
が
、
肩
幅
八
尺
五
寸
の
漁
船
に
、
従
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業
者
各
々
四
名
宛
を
引
連
れ
て
巨
済
島
に
出
漁
し
た
の
は
明
治
一
一
年
八
月
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
向
島
沿
海
お
よ
び
釜
山
付
近
の
漁
場
で

鯛
延
縄
漁
業
を
操
業
し
、
そ
の
結
果
多
大
の
漁
獲
を
あ
げ
満
載
し
て
下
関
港
に
荷
揚
げ
し
た
。
下
関
は
こ
れ
以
降
漁
港
と
し
て
、

た
各
地
へ
の
輸
送
根
拠
地
と
し
て
、
漁
港
的
基
礎
が
つ
ち
か
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

は
た
ま

こ
れ
を
伝
え
聞
い
た
近
隣
の
漁
村
吉
見
浦
は
明
治
一
四
年
に
、
安
岡
浦
は
明
治
一
六
年
に
、
小
串
浦
は
明
治
一
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
朝
鮮

近
海
に
出
漁
す
る
に
至
っ
た
。

一
方
、
吉
母
捕
は
明
治
一
七
年
に
は
珍
島
お
よ
び
済
州
島
付
近
で
鰭
延
縄
漁
業
の
操
業
を
は
じ
め
て
い

る
。
そ
し
て
毎
年
八

t
一
八
般
の
船
が
出
漁
す
る
に
お
よ
び
、
年
々
一
万
四

O
O
O円
t
三
万
円
程
度
の
漁
獲
を
あ
げ
た
。

⑬
朝
鮮
漁
場
は
外
国
領
海
で
あ
り
な
が
ら
、
比
較
的
円
満
裡
に
操
業
が
で
き
た
の
は
、
明
治
九
年
の
日
韓
修
好
条
約
と
こ
れ
に
続
く
明
治

一
六
年
の
日
韓
貿
易
規
則
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
二
二
年
の
日
本
朝
鮮
通
漁
規
則
に
よ
っ
て
、
領
海
三
海
里
操
業
が
安

心
し
て
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
漁
業
税
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
漁
業
免
許
の
鑑
札
を
受
け
、
こ
の
形
態
は
日
韓
合
併
ま
で

」
の
規
定
に
よ
っ
て
漁
業
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

漁
場
の
外
延
的
拡
大
は
朝
鮮
近
海
だ
け
で
な
く
、
明
治
の
後
期
に
な
る
に
つ
れ
福
岡
、
大
分
、
愛
媛
、
長
崎
な
ど
の
諸
県
海
域
に
響
灘

海
岸
の
漁
民
が
出
漁
し
て
い
る
。
特
に
福
岡
、
大
分
の
各
県
と
の
聞
に
そ
れ
ぞ
れ
互
に
入
漁
契
約
を
取
り
か
わ
し
て
い
る
。

⑮
彦
島
海
士

郷
浦
と
福
岡
県
馬
島
、
平
松
浦
、
大
里
浦
、
藍
島
、

ま
た
彦
島
福
浦
と
福
岡
県
馬
島
、
平
松
浦
、
藍
島
と
、
彦
島
西
迫
山
と
平
松
浦
と
の

関
係
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
入
漁
契
約
を
と
り
か
わ
し
て
い
る
。
ま
た
長
門
湯
玉
浦
と
愛
媛
県
西
宇
和
郡
山
崎
村
お
よ
び
大
分
県
宇
佐
郡
長
崎

町
と
も
そ
れ
ぞ
れ
入
漁
契
約
を
取
り
か
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
響
灘
海
岸
漁
村
と
各
県
と
の
入
漁
契
約
で
は
入
漁
期
間
、
入
漁
料
、
漁
業
種
類
、
入
漁
契
約
年
月
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

関
係
を
示
せ
ば
第
2
表
の
通
り
で
あ
る
。



響灘海岸漁村の他県に対する入漁契約

豊浦郡漁村|入漁海域|入漁期間| 入 i魚 料 漁 種 契約年次

(福町山[彦鳥海士郷j措 10~f- 200円 網ゼ，網底立網，エソ網，ガ 明治29年 1月

湯玉浦 I 西宇愛和媛郡県山崎村 I 2カ月 グ 29. 6 

11 | 宇佐明郡長崎町 2年 [網州収自主ifJ1//10・・|||-鰯鮫 漁 グ 31. 5 
グ 5/10・・・・- 漁

| 平松開浦漁業組合
8円・・・I…ガゼ網網網(藻引網) 30. 4 

彦島海士郷浦 101f- 20円・・ ・・・コ。チ 11 ↓ 
6円……鮫 37. 8 

グ叫漁浦| 11 17王F 11円 I 藻小鯛手繰曳網綿 11 41. 3 

| 馬島問漁業組合

37. 5 
11 福浦 20年 11 ↓ 

38. 3 

|平松出組合|
20円川 I 藻小鯛引，網児鯛

37. 5 
11 5年 11 ↓ 

41. 4 

11 i町長組合
20年 グ 38. 1 

彦島海士郷浦 i大師、業組合 | 3年 5円[蛸引網 グ 38. 5 

11 l藍島i間合
11年 m 円 I 苔サ智ヨ網リ網，船，鮫jr網網 贈組網網， I グ 43. 1 
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積
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滞
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湯
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後
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室
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円
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る
。
手
繰
網
も
手
漕
ぎ
か
ら
風
力
を
利
用
す
る
帆
打
瀬
網
と
動
力
化
さ
れ
、
さ
ら
に
漁
船
が
機
械
化
さ
れ
た
の
は
明
治
三
九
年
か
ら
で
、

手
繰
船
に
も
取
付
け
ら
れ
て
こ
の
漁
業
が
発
達
し
た
の
は
大
正
一
四
年
以
降
で
あ
る
。
次
い
で
捲
揚
機
な
ど
が
取
入
れ
ら
れ
て
近
代
的
機

船
底
曳
網
漁
業
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
。
手
繰
網
の
経
営
体
数
の
分
布
は
第
5
表
お
よ
び
第
1
図
の
通
り
で
あ
る
。

ゑ
り
が
」距

網
は
南
北
に
偏
在
的
に
分
布
し
、
島
戸
浦
(
一
八
)
、
特
牛
浦
(
一
)
、
安
岡
村
(
一
二
)
、
吉
見
下
村
(
一
一
)
の
経
営
体
数
が
見
ら
れ
、

新
調
費
用
は
二

O
I二
五
円
で
あ
り
、
操
業
は
漁
船
一
般
に
二

l
三
人
乗
で
、
組
を
漁
獲
し
、
漁
期
は
五

l
六
月
を
主
と
し
た
。
豊
浦
郡

村
浦
の
手
繰
網
経
営
状
況
を
示
せ
ば
第
5
表
の
通
り
で
あ
る
。

網
代
取
調
の
調
査
対
象
と
な
っ
た
漁
場
は
「
特
一
二
定
ノ
網
代
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
」
で
、
八
郡
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も

豊
浦
、
大
津
、
阿
武
の
日
本
海
沿
岸
の
三
郡
、
瀬
戸
内
で
は
大
島
郡
の
漁
場
数
が
最
も
多
い
。
こ
れ
ら
網
代
の
排
他
独
占
的
占
有
利
用
の

明治漁業の変貌過程一響灘海岸漁村

必
要
性
が
高
い
漁
場
だ
け
あ
っ
て
、
漁
場
経
営
で
は
大
敷
網
が
全
体
の
約
半
数
に
近
か
っ
た
。

こ
れ
ら
漁
場
は
村
有
あ
る
い
は
部
落
有
で
あ
っ
て
、
漁
場
の
使
用
は
多
く
賃
貸
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
豊
浦
郡
響
灘
海
岸
漁
村
の
場

合
、
漁
場
の
使
用
方
法
は
涌
田
後
地
村
の
村
方
協
議
を
除
き
他
の
村
浦
は
総
て
入
札
法
に
よ
っ
て
い
る
o

大
敷
網
の
場
合
、
賃
貸
料
は
五

ー
二
二
円
で
あ
っ
た
。
徴
収
さ
れ
た
賃
貸
料
は
ど
の
よ
う
に
処
分
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
漁
業
者
に
配
分
さ
れ
た
も
の
六
村
、
積
置
・
救

助
費
に
あ
て
る
も
の
二
村
、
浦
人
民
の
共
有
金
と
す
る
も
の
五
村
に
及
ん
だ
。

要
す
る
に
徴
収
し
た
漁
場
賃
貸
料
は
各
戸
平
等
配
分
が
長
門
豊
浦
郡
の
村
浦
の
約
半
数
に
近
く
、
こ
れ
は
⑫
漁
場
が
総
百
姓
共
有
漁

場
、
村
中
入
会
漁
場
で
あ
っ
た
が
、
個
々
の
漁
民
に
平
等
に
帰
属
す
る
形
で
な
く
、
村
と
し
て
権
利
を
も
っ
た
も
の
に
よ
り
有
利
に
配
分

し
た
の
で
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

157 

漁
船
の
動
力
化
と
漁
携
機
構
の
問
題
点

3 
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明
治
の
初
期
の
無
動
力
船
に
よ
る
操
業
で
は
漁
揖
行
程
は
沿
岸
漁
場
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
明
治
一
九
年
に
は
漁
業
組
合
準

則
が
公
布
さ
れ
、
漁
村
で
は
漁
民
の
強
制
加
入
に
よ
り
組
合
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
漁
業
に
従
事
す
る
も
の
は
適
宜
区
域
を
定
め
組
合

を
設
け
、
営
業
の
弊
害
を
矯
正
し
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
明
治
の
中
期
に
日
本
の
産
業
革
命
的
な
近
代
化
が
促
進
さ
れ
、
綿

糸
に
よ
る
漁
網
が
作
製
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
o

明
治
二
九
年
に
は
ア
メ
リ
カ
式
巾
着
網
漁
業
試
験
が
福
岡
、
山
口
、
千
葉
各
県
で
紹
介

さ
れ
、
沿
岸
に
お
け
る
旧
秩
序
維
持
を
根
幹
に
、

ア
ジ
ア
海
域
へ
の
遠
洋
漁
業
奨
励
法
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
五
年
に
は
外

国
領
海
水
産
組
合
法
公
布
、

つ
い
で
明
治
三
七

l
一
二
八
年
水
産
櫨
詰
軍
用
利
用
と
い
う
よ
う
に
制
度
上
の
改
革
は
水
産
物
の
需
要
を
増
大

し
て
い
っ
た
o

明
治
二

0
年
代
か
ら
運
輸
、
交
通
の
発
達
、
そ
れ
に
伴
う
工
業
を
中
心
と
す
る
工
業
の
急
激
な
発
達
が
み
ら
れ
、
人
口
の

都
市
集
中
に
よ
る
圏
内
市
場
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
需
要
増
大
に
と
も
な
い
、
こ
れ
を
充
す
に
は
従
来
の
沿
岸
漁
業
の
地
曳
網
、
敷
網
、
大
敷
網
等
の
沿
岸
漁
業
で
は
限
界

点
に
達
し
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
旋
網
、
打
瀬
網
、
流
網
の
沖
合
漁
業
な
ど
資
本
制
漁
業
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
漁
獲
高
も
増
大
し
て

漸
次
需
要
を
み
た
し
た
。
さ
ら
に
漁
船
が
動
力
化
さ
れ
漁
場
が
沖
合
か
ら
明
治
後
期
に
は
遠
洋
漁
業
へ
と
発
達
し
て
漁
獲
量
は
さ
ら
に
増

大
し
、
漁
村
で
は
大
型
動
力
船
建
造
へ
と
進
ん
だ
。

漁
船
の
動
力
化
と
大
型
化
は
乗
組
員
の
増
加
、
稼
働
率
を
向
上
せ
し
め
、
そ
し
て
漁
業
生
産
力
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
た
。
漁
業
経
営

で
は
資
本
主
義
化
さ
れ
た
が
、
動
力
漁
船
で
も
漁
掛
形
態
で
は
、
機
械
化
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
o

漁
掛
技
術
は
陸
上
の
工

業
の
よ
う
に
総
て
機
械
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
手
労
働
形
態
に
依
存
す
る
度
合
が
大
き
い
た
め
に
、
資
本
制
生
産
と
し
て
本
格
的
に
展

開
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
技
術
的
問
題
点
が
あ
る
。

要
す
る
に
漁
盤
機
構
に
お
い
て
は
、
船
内
の
狭
い
範
囲
で
単
純
労
働
に
従
事
し
、
こ
れ
ら
労
働
者
の
協
業
化
に
よ
る
場
合
が
多
い
o

労



働
問
題
解
決
に
お
け
る
省
力
化
は
昭
和
の
今
日
に
お
い
て
も
未
だ
し
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
漁
業
経
営
上
の
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う

D

4 

入
漁
登
録
申
請
の
問
題

明
治
末
期
に
な
る
と
、
入
漁
登
録
申
請
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
三
五
年
五
月
農
商
務
省
令
第
七
号
漁
業
法
施
行
規
則
第
一

四
条
お
よ
び
第
一
五
条
に
依
り
「
入
漁
の
権
利
及
義
務
に
関
す
る
登
録
申
請
書
」
を
主
務
大
臣
へ
提
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

長
門
豊
浦
郡
矢
玉
浦
は
「
入
漁
の
権
利
義
務
に
関
す
る
登
録
申
請
書
」
を
長
崎
県
知
事
に
提
出
し
て
い
る
。
漁
場
は
壱
州
よ
り
宮
ノ
浦

ま
で
の
沿
海
、
対
馬
全
島
海
域
、
漁
種
は
漕
ノ
緒
(
壱
州
)
、
対
馬
で
は
師
緒
、
漕
緒
、
鯛
緒
、
小
鯛
緒
、
底
釣
、
鰭
緒
、

ハ
イ
ヲ
緒
等
で

あ
っ
て
、
漁
期
一
一
・
一

l
四
・
一
ニ

O
(壱
州
)
、

(
対
馬
)
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
入
漁
の
権
利
及
び
之
に
関
す
る

一
・
一

l
一
二
・
三
一

義
務
登
録
を
長
崎
県
知
事
に
申
請
し
た
が
、
長
崎
県
側
は
専
用
漁
業
の
免
許
で
あ
る
た
め
と
し
て
返
付
し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
矢

明治漁業の変貌過程響灘海岸漁村

玉
浦
は
、
す
で
に
寛
政
二
年
矢
玉
浦
の
漁
人
が
及
鰭
鯛
ノ
漕
緒
を
発
明
し
、
居
浦
し
て
該
漁
業
に
従
事
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
保

五
六
年
の
頃
、

「
小
坪
」

「
八
幡
」

の
浦
漁
民
に
漁
法
を
伝
受
し
て
来

矢
玉
浦
の
漁
人
久
右
衛
門
な
る
者
が
鰭
及
鯛
潜
緒
の

「ハザア」

た
。
そ
し
て
漁
法
は
伝
授
し
得
た
と
強
も
網
は
自
製
し
得
な
か
っ
た
た
め
、
矢
玉
浦
が
漁
具
を
供
給
し
て
き
た
。
漁
船
も
十
中
八
九
は
矢

玉
浦
に
注
文
し
来
り
、
明
治
一
八
年
以
来
矢
玉
浦
船
大
工
上
村
松
太
郎
が
八
幡
浦
に
居
浦
雇
轄
を
受
け
造
船
を
続
け
て
い
る
o

近
年
(
明
治
四
一
年
頃
)
に
至
っ
て
も
入
漁
の
際
は
地
方
漁
業
組
合
員
と
同
資
格
で
漁
業
し
て
来
て
お
り
、
鑑
札
を
も
ら
っ
て
い
る
と

し
、
そ
の
写
し
を
差
出
し
、
出
漁
の
権
利
登
録
を
得
て
い
る
。
ま
た
豊
浦
郡
角
島
漁
業
組
合
お
よ
び
神
田
下
村
島
戸
浦
と
大
津
郡
向
津
具

村
大
浦
漁
業
組
合
、
阿
川
漁
業
組
合
や
粟
野
漁
業
組
合
と
大
浦
漁
業
組
合
と
も
そ
れ
ぞ
れ
相
互
入
漁
権
利
に
関
す
る
登
録
申
請
書
を
と
り

か
わ
し
て
い
る
。
大
浦
漁
業
組
合
は
裸
潜
漁
業
に
よ
っ
て
飽
、
蝶
螺
、
沖
ウ
ド
な
ど
を
採
取
す
る
の
に
対
し
、
他
の
漁
村
に
対
し
て
は
繊

159 

刺
網
、
藻
曳
網
、
底
刺
網
な
ど
入
漁
さ
せ
る
と
い
う
契
約
を
取
替
わ
し
て
い
る
。
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そ
の
他
福
岡
県
長
浜
浦
漁
業
組
合
と
、
彦
島
漁
業
組
合
と
の
聞
に
も
藻
手
繰
網
と
鰭
流
網
漁
業
と
の
入
漁
登
録
の
契
約
を
取
結
ぶ
な

ど
、
各
漁
村
の
漁
業
組
合
も
そ
れ
ぞ
れ
登
録
を
申
請
し
、
入
漁
登
録
証
を
得
て
い
る
。

玉
、
主
要
漁
業
の
行
程
と
漁
法

主
要
漁
業
と
し
て
大
敷
網
、
手
繰
網
に
つ
い
て
は
既
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
イ
ワ
シ
網
漁
業
、
タ
イ
網
漁
業
の
二
つ
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
に
す
る
。

イ
ワ
シ
漁
業

イ
ワ
シ
網
漁
業
に
つ
い
て
明
治
一
八
年
の
@
漁
網
取
調
室
日
に
よ
れ
ば
、
明
治
に
入
っ
て
も
こ

O
年
頃
ま
で
は
幕
末
の
延
長
形
態
で
大
し

た
変
動
は
な
か
っ
た
o

漁
網
取
調
書
の
イ
ワ
シ
網
漁
業
に
つ
い
て
示
せ
ば
第
6
表
の
通
り
で
あ
る
。

当
時
と
し
て
は
大
敷
網
と
と
も
に
イ
ワ
シ
網
漁
業
は
代
表
的
網
漁
業
で
あ
っ
た
。
イ
ワ
シ
網
漁
業
は
、
長
門
豊
浦
郡
漁
村
の
南
部
海
域

の
宇
賀
村
、
涌
田
後
地
村
、
室
津
下
村
で
は
、
砂
浜
海
岸
の
地
曳
網
漁
業
の
形
態
を
と
り
大
網
(
一
ヶ
年
税
額
三
円
)
で
あ
る
の
に
対
し

北
方
海
域
の
島
戸
捕
、
特
牛
浦
、
粟
野
浦
(
一
ヶ
年
税
額
七
五
銭
)
な
ど
は
イ
ワ
シ
小
網
の
形
態
を
も
ち
、
多
く
は
磯
浜
海
岸
の
船
曳
網

漁
業
に
よ
る
も
の
が
多
い
。

ご
開
掛
技
術
は
極
め
て
低
度
で
消
極
的
で
あ
り
、
漁
場
も
沿
山
厚
か
ら
一
里
ま
で
の
海
面
で
あ
っ
た
。
漁
夫
と

網
元
と
は
封
建
的
関
係
の
つ
な
が
り
を
明
治
に
入
っ
て
も
持
続
し
た
た
め
に
、
非
資
本
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
o

漁
期
は
場
所
に
よ
っ

て
異
る
が
、
春
秋
が
「
い
り
こ
」
の
品
質
で
最
も
良
好
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
干
鰯
生
産
は
農
業
用
の
「
肥
し
」
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
い
り
こ
」
利
用
に
よ
り
需
要
の
範
囲
は
拡
大
し
た
。

沿
岸
漁
場
で
の
イ
ワ
シ
網
漁
業
で
は
充
分
な
漁
獲
高
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
。
沖
合
を
含
め
た
漁
場
で
、
新
し
い
漁
法
と
し
て
巾
着
網
と
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や
流
刺
網
漁
業
が
発
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ワ
シ
漁
業
は
結
実
し
た
と
い
え
よ
う
。

2 

タ
イ
網
漁
業

タ
イ
の
捕
獲
は
古
く
は
タ
イ
釣
漁
業
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
生
産
力
の
向
上
は
タ
イ
網
漁
業
普
及
発
展
に
よ
る
。

@
タ
イ
網
に
は

地
滑
網
、
沖
取
網
、
縛
網
、

タ
イ
曳
網
、
吾
智
網
、
手
繰
網
、

タ
イ
刺
網
な
ど
多
種
類
の
網
が
使
用
さ
れ
た
が
、
最
も
生
産
力
が
高
く
各

漁
業
地
で
用
い
ら
れ
た
の
は
地
潜
網
お
よ
び
沖
取
網
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
漕
網
お
よ
び
沖
取
網
は
タ
イ
葛
網
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

@
長
門
豊
浦
郡
阿
川
捕
で
は
元
和
二
年
に
尼
崎
の
漁
夫
が
タ
イ
葛
網
を
も
っ
て
入
漁
し
た
こ
と
に
よ
り
、
後
に
習
い
お
ぼ
え
て
隣
接
漁
村

に
伝
播
し
て
行
っ
た
。

瀬
戸
内
海
で
は
タ
イ
縛
網
、

タ
イ
吾
智
網
が
周
東
地
域
の
漁
村
お
よ
び
赤
間
関
の
漁
村
で
は
盛
大
を
極
め
た
。
し
か
し
、
明
治
一
九
年

の
@
「
帆
引
網
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
帆
打
瀬
網
漁
業
に
よ
っ
て
も
タ
イ
の
漁
獲
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
o

山
口
県
で
は
帆
引
網
は
沿
岸
漁

業
に
対
し
て
弊
害
多
き
に
つ
き
「
帆
引
網
禁
止
以
来
ノ
景
況
」
を
各
漁
村
に
報
告
さ
せ
て
い
る
o

赤
間
関
で
は
帆
引
網
禁
止
後
、
二

1
三

年
後
に
は
漸
次
魚
族
が
繁
殖
し
、
漁
業
上
大
い
に
好
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
報
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
沿
岸
に
お
け
る
古
い
生
産
機
構
の
矛
盾
と
タ
イ
魚
群
の
減
少
に
基
因
し
て
、

タ
イ
網
漁
業
は
一
時
衰
徴
す
る
に
至
っ
た
。
生

産
機
構
の
改
革
と
し
て
、
漁
船
の
機
械
化
、
大
型
化
お
よ
び
漁
法
と
し
て
の
綿
網
の
使
用
と
機
船
底
曳
網
に
よ
っ
て
近
代
漁
法
が
と
り
入

れ
ら
れ
て
漁
獲
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
西
南
方
面
で
は
長
崎
、
山
口
、
島
根
の
三
県
で
、
主
と
し
て
キ
ダ
イ
、

ア
マ
ダ
イ
、

チ
ダ
イ
、

カ
レ
イ
、

ニ
ベ
等
を
漁
獲
し
、
後
に
は
朝
鮮
、
台
湾
、
東
シ
ナ
海
な
ど
出
漁
す
る
よ
う
に
な
り
、
遠
洋
漁
業
と
し
て
発
展
す
る
よ
う
に
な

っ
て
現
代
に
至
っ
た
。



六
、
ま
と
め

1 

近
代
法
に
編
成
さ
れ
た
明
治
漁
業
法
は
海
区
官
有
宣
言
に
は
じ
ま
り
、
漁
業
権
制
度
は
漁
業
組
合
法
、
外
国
海
水
産
組
合
法
、
遠

洋
漁
業
奨
励
法
な
ど
数
次
の
漁
業
制
度
の
改
正
を
し
な
が
ら
、
原
則
と
し
て
旧
来
の
慣
習
を
温
存
し
、
幕
末
の
漁
場
占
有
関
係
を
継
承
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

2
、
長
門
豊
浦
郡
響
灘
海
岸
漁
村
で
は
大
敷
網
、
イ
ワ
シ
網
な
ど
沿
岸
定
置
網
漁
業
で
は
限
界
点
に
達
し
た
の
で
、
旋
網
、
打
瀬
網
、

手
繰
網
等
の
沖
合
漁
業
は
資
本
主
義
の
発
達
に
つ
れ
て
発
展
し
た
。

3
、
明
治
以
降
、
漁
場
の
外
延
的
拡
大
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
漁
船
の
機
械
化
、
大
型
化
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
層
可
能

に
し
た
の
は
生
産
機
構
の
改
革
で
あ
り
、
漁
網
は
藁
網
↓
苧
網
↓
綿
網
と
発
展
的
行
程
を
た
ど
っ
た
の
が
明
治
時
代
で
あ
っ
た
。
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4
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
他
県
に
対
す
る
入
漁
契
約
を
長
門
豊
浦
郡
の
各
漁
村
と
の
間
で
締
結
し
、
ま
た
同
県
内
の
各
漁
村
と
の
相
互

入
漁
契
約
を
取
り
結
ぶ
な
ど
、
漁
場
の
拡
大
は
沿
岸
か
ら
沖
合
へ
、
さ
ら
に
遠
洋
漁
業
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
こ
と
。

5
、
イ
ワ
シ
網
漁
業
も
地
曳
網
、
船
曳
網
な
ど
の
沿
岸
漁
場
か
ら
、
揚
繰
網
、
巾
着
網
、
旋
網
な
ど
沖
合
で
遊
動
す
る
魚
群
を
追
っ
て

随
時
操
業
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
。

タ
イ
網
漁
業
も
タ
イ
葛
網
漁
法
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
縛
網
、
吾
智
網
、
手
繰
網
と
進
展
し
、
機
船
底
曳
網
漁
業
に
至
っ
て
現
代
化
さ

れ
た
。
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⑬⑬⑫⑪⑬①③⑦①⑤④③②①  

拙
稿
沿
岸
漁
業
の
地
理
学
的
研
究
一
一
頁

近
藤
康
男
編
日
本
漁
業
の
経
済
構
造
二

O
二
頁

岡
本
信
男
近
代
漁
業
発
達
史
二
八
頁

二
野
瓶
徳
夫
漁
業
構
造
の
史
的
展
開
四
九
頁

同

右

一

六

七

頁

岩
切
成
郎
漁
場
経
済
か
ら
み
た
漁
村
構
造
の
変
化
過
程

県
庁
資
料
水
産
慣
例
原
稿
農
務
掛
県
立
文
書
館

拙
稿
沿
岸
漁
業
の
地
理
学
的
研
究
二
六
頁

県
庁
資
料
⑦
に
同
じ

平
沢
豊
漁
業
生
産
の
発
展
構
造
一
九
三
頁

同

右

拙
稿
③
に
同
じ
三
六
頁

岡
本
信
男
近
代
漁
業
発
達
史
三
六
頁

同
右
⑬
に
同
じ
八
七
頁

拙
稿
③
に
同
じ
三
五
頁

岡
本
信
男
近
代
的
漁
業
発
達
史
八
七
頁

楠
美
一
陽
豊
浦
水
産
資
料
四
一
五
頁

県
庁
資
料
漁
網
取
調
書
長
門
ノ
部
(
明
治
一
八
年
)
県
立
文
書
館

県
庁
資
料
網
代
取
調
室
田
(
明
治
一
九
年
)
県
立
文
書
館

平
沢
豊
漁
業
生
産
の
発
展
構
造
一
九

O
頁

岡
本
信
男
近
代
的
漁
業
発
達
史
二
三
頁

二
野
瓶
徳
夫
漁
業
構
造
の
史
的
展
開
二

O
三
頁

同

右

四

l
五
頁

八
頁

漁
業
経
済
研
究
(
一
九
六
八
年
一

O
月

， @@@⑬⑬⑪⑬⑬  

一
七
巻
一
号
)
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県
庁
資
料
入
漁
登
録
串
請
(
明
四
一

1
四
四
年
)
県
立
文
書
館

県
庁
資
料
漁
網
取
調
書
長
門
ノ
部
(
明
治
一
八
年
)
県
立
文
書
館

柏
尾
昌
哉
日
本
の
漁
業
一
四
五
頁

同

右

一

四

八

頁

同

右

六

四

頁

山
口
和
雄
日
本
漁
業
史
二
九
頁

拙
稿
沿
岸
漁
業
の
地
理
学
的
研
究
一
一
一
一
頁

県
庁
資
料
帆
引
網
一
件
(
明
治
一
九
年
)
県
庁
文
書
館

@ 




